
 

函 号：真日総字第 26-J05号 

日 付：2026年 1月 16日 

受文者：総会所属各教会・祈祷所 

副  本：総会責任者、聖職者 

  

ハレルヤ、主イエスの御名によって公文を発信します 

主 旨：公的集会における口語訳聖書の統一使用に関する通知 

説 明： 

一、 2026年 1月 11日開催の第一期第 20回常務責任者会議第 8号案、および

第一期第 7回総会責任者会議第 5号案の決議に基づき実施します。 

二、 本会が教え導く御働きの統一性を維持するため、聖書訳本の混用による

信徒の理解への支障や、説教を聞く際の妨げを防ぎ、説教や聖書研究等

の公的な奉仕において一致した基準を設けることを目的とします。 

三、 日本総会所属の各教会における公的集会および奉仕において、聖書を引

用する際は、一律に「口語訳聖書」を使用するものとします。 

四、 信徒個人の聖書朗読、研鑽、霊修、および学習における聖書訳本の選択

については、本規定の制限を受けないものとします。 

五、 主の御導きにより、諸教会が心を一つにして、御働きが豊かに祝福され

ますように。 
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